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 〇応募区分・・・①中学生の部　 ②高校生の部
 〇応募資格・・・全国の中学又は高校生（原則現在も在学する生徒）

 〇応募作品
　 事件や事故等の犯罪被害について、「命の大切さを学ぶ教室」を受講し、又は
報道等により知り得たことなどを踏まえ、被害者の置かれる状況や心情を理解し
寄り添うことの大切さについて触れつつ、大切な命を守り、被害者を生まず誰もが
安全で安心して暮らせる社会を実現することに関して、自分の考えや意見等を表

 現した作品
 〇応募規定

 　 ①形式
 　 　 ・１枚目１行目に題名、２行目に学校名、３行目に学年、氏名（フリガナ）

 　 　 ・中学生の部・・・１，２００字（４００字詰め原稿用紙３枚）
 　 　  高校生の部・・・１，６００字（400字詰め原稿用紙４枚）

 　 　 ・原稿用紙、罫線紙の別、縦書き、横書きなどの様式は問わない
 　 　  パソコンによる作成は１枚当たり２０字×２０字行で作成とする。

 　 　 ・自作、未発表の作品に限る
 　 ②応募作品の取扱い

 　 　 ・応募作品は一切返却しない
 　 　 ・応募作品の一切の権利は、警察庁に帰属する

　 　 ・応募者の個人情報は、運営に必要な範囲で使用し、同意なく他の目的　 　
　 　 に使用しないほか、警察庁が委託する業者を除き、応募者の同意なく第　 　

 　 　 三者に開示しない。
 〇応募方法

 　 ・「命の大切さを学ぶ教室」等受講者
　  「命の大切さを学ぶ教室」及び非行防止教室等の受講者による応募は、原則
　 在学する学校に作品を提出し、同校を経て所在地を管轄する警察本部又は警

 　 察署宛てに郵送等で行うものとする。
 　 ・その他の者

　 　 前記応募方法の他、在学する学校所在地を管轄する警察本部又は警察署宛
 　 てに直接作品を郵送等で行うものとする。

 〇応募締切日・・・令和６年６月１４日（金）
 　 不明点がございましたら松戸警察署へお問い合わせ下さい。

犯罪被害給付制度の問い合わせ先

☆ 千葉県警察本部犯罪被害者支援室 ０４３－２０１－０１１０（代）

被害者支援活動に、今後も、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

☆ 松戸警察署 警務課 ０４７－３６９－０１１０（代）


